
点検箇所Ｎｏ．　　.
安 全 点 検 チ ェ ッ ク リ ス ト .　　　　　　　　　　　　　事務所

実施年月日：　　　　　年　　　月　　　日

点検
事項

□

□

□建退共

（建退共制度改善方策について）

□道路使用許可証
（掲示が望ましい）

重
点

足場・法面等からの墜落による人身事故防止

□単管足場(1)　□手すり先行足場/枠組足場(2)　□移動式足場(3)
□張出し足場(4)　□吊り足場(5)　□脚立足場(6)　□うま足場(7)　□固定式作業床(8)
□移動式作業床(9)　□開口部(10)　□作業床の端部(11)　□移動はしご(12)　□ﾀﾗｯﾌﾟ(13)
□安全通路設備(14)　□法面斜面等(15)

Ⅲ
架空線及び地下埋設物等の破損防止

□埋設物(1)　□架空線(2)　□振動･騒音･粉じん(3)

Ⅳ

Ⅴ

熱中症の防止

□作業環境管理（熱中症対策）(1)　□作業管理（熱中症対策）(2)
□健康管理（熱中症対策）(3)　□衛生教育（熱中症対策）(4)　□救急措置（熱中症対策）(5)

所　見　欄
作業状況：

進捗状況：　　　計画　　　　％　　　　　　　　　　実施　　　　％

Ⅵ
崩壊倒壊による災害防止

□組立解体等(1)　□型枠支保工(2)　□土止め支保工(3)　□掘削作業(4)　□掘削法面の保護(4)

工
事
中
の
作
業
管
理

Ⅱ

通行者等への損害事故防止

□立入禁止措置(1)　□ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝの状況(1)　□出入口の状況(1)　□段差対策(1)
□保安灯(回転,ｽｽﾞﾗﾝ,投光器,仮設信号機)(1)
道路工事保安施設設置基準
□A型(2)　□B型(3)　□C型(4)　□D型(5)　□E型(6)　□F型(7)　□G型(8)
□H型(9)　□I型(10)　□J型(11)

飛来落下による災害防止　　　□飛散防止設備(4)　□投下設備(5)

□建設業の許可票

（建法40，建法則25）

Ⅰ

建設機械の稼働関連、資機材等の下敷き、挟まれ事故防止

□掘削用機械等(1)　□移動式ｸﾚｰﾝ(2)　□ｱｳﾄﾘｶﾞｰの張出し(2)
□軟弱地盤での敷鉄板(2)　□整地(3)　□運搬(3)　□積込み(3)

□緊急時連絡先
□有資格者一覧
（掲示が望ましい）

（安衛法59、61，安衛法施行20、安衛則36）（労衛法59，61，労衛令20，労衛則36）（労衛法14、労衛令6，労衛則18）

工 事 名 工 事 箇 所

工 期 主任技術者　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

請 負 業 者 監理技術者

請 負 金 額

班
点
検
者

現場代理人

監 督 員

　

課

※該当する項目の□にチェックマーク（✔）を記入し、指示がある場合は■とする。　該当しないものについては未記入

下記一覧表の中から作業内容に該当する項目を選び、別紙「安全点検チェックシート」により点検を行う

点　　検　　細　　目　　　　　　　 指　　示　　事　　項

「 安 全 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト 」 の 決 定

（労衛則642）

□労災保険関係成立票

（労災保則49、労災保の徴収則77）

□施工体系図 □再下請負人に対する通知

（建法24、適正法15） （建法14）

□作業主任者選任表示板

工事現場に揚げる標識類　　※代表的な掲示物を抜粋

工
事
の
体
制
管
理

□再生資源（促進）計画書
　※対象工事のみ

危険予知活動、新規入場者教育、安全教育は実施されているか
（安衛法28、安衛則35）

作業員の服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安
衛則110，312，360，366，375，566）

点検項目 指　示　事　項


